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言支援投資はいまやグローパルな現象となっている。しかし、このような直接投資

については、少なからず規制が存在しているのが現状である。本研究は、このよう

な鍔題意識から、これまでの疏接投資誘交で見過ぎれてき

場にたって、宮本の直接投資先富の投資受入致策{特に、 がどのよう

によって決定されるかを分析したことに、その特徴がある。

一段藷最小ご二乗法を利用し31か閣の製造業を対象として行われた実証分析の結果、

投資先閣の操業許可条件(規制)に対して、日本の麗接投資、投資先菌の Debt/Ser愉

vice Ratio !立正の影響、第 3国の直接投資は桑の影響を及;設す{頃向があることがわ

かった。また、関説・非関税捧霊が高まると、操業許可条件のうち出資比率制限も

同時に強化されるが、題材料現地調達の要求は緩和される嶺舟があるという結論が

られた。

一方、本実証分析の基礎となった F海外事業活動基本語査J 資料の分析結果、日

本が対外宣接投資を行うにあたっては、投資先患の経済状況(雇用・露材料調漆の状

況)を十分考醸し、さらに発展途上関への技術移転にも取り組む必要性があるとい

うことが見出された。

1 .はじめに

直接投資はいまやグロ…パルな現象となり、全世界江わたって大きなブームの時

鶏安迎えているといえる。 1980年仕後半の拡大期以降1990-92年に議少績向をみせ

の対外直接投資辻、 1994年現在2 ， 032億ドル(菌欝~又支フローベース〉でピー

ク期の90年の2，355億ドルの水準に回視する超勢心ある O また B本の対外直接投資

は、 1994年現在411議ドノレ(崩け出べ…ス)で1990-92年の不振から脱却し、 1993年以
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持堅実な成長ぷ、りを治している。このような状況の中、世界各国 間投資協定

などの議結を通じて直披投資に対する障害や規制を除去することによって変装投資

をより拡大しようとする動きを表している c

このような度接投資に関する研党は、これまでは主に直接投資を供給寸る

寡占企業の立場にたち、投資を受け入札る棋には選択の犠持がなく、あくまでも投

資{患の選択により投資が決定されると震定し、供給f患の車接投資が投資先震のどの

ような要[~Hこよって、決定さ紅るか等を分析してきた。しかし、夜議投資は寡占企業

の投資意思に対する投資先留の反応で決窓されるものであり、投資先眉の受入政策

は重議投資の水準(規模)を決窓する擦に麓饗な役裂を控っているといえるだろう。

したがって本訴究は、これまでの直接投資の研究で見i飽きれてき

裏側の立場己たって、舞要倒の受入政策変数(例えば、操業許可条件 )がどのよう

:こよって変花するかを分析することを目的と寸る c 直接投資と受入政策変数

の間には互い立 feedback繋果を持つ内全j全が存在すると考えられるので、ここで

は内生的政策変数の決定要盟を分析することになる。

このような分析のため、本研究では車接投資方樫式と謀議許可条件方韓式が同時

されるこ設陪最小ニ乗法(two網stageleast squares methods)を使用する。

直接投資方程式は、操業許可条件が強化さ?れれば直接投資が減少するという

可条詳の接投資に対する負の効果を把握し、提業許可条件方程式誌、査接投資が

増加すれば操業許可条件が強化されるという藍接投資の操業許可条件に対する正の

を提議する。

また本研究では、賃金、関税・非関税捧捷などのデータの制約のため、製造業に

ついて分析対象国は31か菌、分析期間は1988年から1992年までの 5年間とする o そ

して、 にあたってはノfネ

したもの)を科期する。

タ(時系発データとクロス・セクシ双ンデータを

に保護(protection)の致治経済的理誌については、これまで主に貿易保護

(関税・非爵税障盤)を中心として、その長寿究が行われてきた。 Baldwin(1982)は貿

易謀議の政治的動機を議論している。一方、 Hil熊山(1982)とMagee、Brock

and Young (1989)は、政治的要協が貿易致策に影響を及ぽす、多様なモデルにつ

いて分析している。 Bhagwati(1982)はいくつかの興味深い謀議モデルを提示して

いる o Bhagwati ~こよると、貿易集護において大事な点は、消費者と生患者問、ま

た異なる消費者グル…フ。と生患者グループ関に科害の格悲が事変するとき、

轄の決定心おいて政治メカニズムが重要な役割を果たすことができるということで
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ある O また貿易保議の科益誌保護される産業の数少ない鴎様、者に帰属するが、その

用はそれぞれ少ない損失を被る数多い消費者へ配分されるという。日ilrnan

(1982)辻、保護の欽治的効等性を議骨けるものとして、 PeltzrnanとStiglerの取

引費用理論をきi撰している。すなわち、もし'1警報の.l[文集や投擦に費患がかかると、

各々の諸費者は謀議を求める特定の産業集団に対して長女すのロピー活動を持わない

ことである。特に Grossrnanand Helprnan (1992)は、輿なる郭害集団が保護を

巡って競争する過韓に関する明確なモデルを提訴し、議業主導の保護について

密な曜論的基礎を提棋している。 Grossrnanand Helprnanのモデルでは、

競争の生産物市場乙おいてf呆議の構造は次の 2つの要因に依存すると手挺している。

一つ辻、貿易樟壁が庫生を義組する穂震を表す輸入需要の弾力性であり、もう一つ

は、圏内産業のまた治的重要i主を反桟する輸入の対屋内全産比率である。

一方、集護の実証研究においては、これまで主に貿易、そのうち特に総入

があてられてきた。{列えば、京ay(1981)は米国における輸入と貿易障鍍(関税・非関

税障壁〉の問時的決定要理に関する方寝式を推定した。この研究で、報入方韓式は

封eckscher.Ohlinモデルi二基づいている。一方葉易障離は、資本集約度、熱諌労

働の比率、園内供給弾力性および産業集中療のような産業特性により決窓されると

仮定された。実証分析の結果、米国の非関寵捧壁 と投能集約

的選業において大きかったという結論が得られた。 Trefler(1993)は米震における

貿易・非関税聾壁の方程式を推定し、保護を考える際には輸入と貿易保護が龍詩的

に決定されることを考慮する必要性があると主張した。また実証分析の結果、

Trefler'立政治的要因(探護供給の必要性)と、労働組合の密麗(組織率)・産業集中

ような産業講遣の代理変数辻、米国の保護水準に予想、どおりのまの彰響を及Z

という結論を得た。これらとは違って、羽arveland Ray(1983)はただ米国の

関貌・非関税樟離の決定要器iこ対する方程式のみを推定した。その結果、保護法政

治的立重要な牒業、脅惑の下にある産業などに対して提供され、健全な産業はより

少ないf呆護しか受けなかったことがわかった。 Leeand Swegel (1994)は、 41か醤

についての貿易フロー、

保護(関税・非関税障壁)

貿易障護ぎなどのクロス・セクションデータ吾朗いて、

フロ く、非関税障壁の政治的・

経済的決定要悶を分析した。分析の過現l三おいて彼らは、 障壁および、貿易フ

ローの間詩的決定を考議する計難経済的ブレームワークを使窮している。そ

分析の結果、産業器省の要問をコントロールした後でも、各国は弱い、衰逃段階に

ある、輸入競争にさらされている産業を保護する傾向があることが見出された。ま
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た、各国i立政治的に重要と考えられる大企業により多く保護を与えるということも

発見さ札た。

このように貿易と保護の関係についてはこれまでたくさんの研究が狩われてき

が、亘譲投資とその保護(ここでは、関税・非関税陣盤とは違う概念である)に関し

て誌先行研究がはとんどないのが現状である。しかし、輸出・輸入のような貿易と

緊密な関援があり、また関内の生産・鹿用とも議接的な関係のある疲接投資とその

保護の関様を分析することは、貿易と様護の関係に劣らず議要性を持っていると

えられる。したがって本研究辻、このような視点に立って直接投資とその保護の

慌を実証分訴する。特にここでは、前述(1)とおりに日本からの誼議投資に対する投

資受入国の保髄手段といえる投資受入国の操業許可条静と、直接投資の需要繋悶と

の関係を分析する。

論文の構成は以下のとおりである。まず第 2節では、 B本企業の、海外生産活動の

関連指標と換業許可条件の最近の誰移を説明する。第 3簡では実証分析のモデ、ルと

タを説明し、第 4節では推定結果を報告する。最後に第 5節では、本分軒で得

られ，た結果、政策鈴合意、および残さ札た課題を要約する。

2. 百本企業の海外生産活動の関連指標と投資先冨の操業許可条件の最近の推移

この節で辻、日本企業の海外生産活動の関連指標と、操議許可条件についての最

近の権移を説明したあと、これらから発見されるいくつかの事実を述べる o

2.1 B本企業の海外金産活動の関連指標の最近の推移

3年ごとに発行している F海外投資統計総鷺」は、日系現地法人の海外

生産活齢の需逮捕棋についての統計を公表している。これらの統計のうち、ここで

は現地競売比率に絡んだ輸出比率、現地麗用比率、現地議議比率、出資比牽などを

中心にその誰移を簡単に説明する。ただし筆者の調べによれば、 1989年の当該掻壌

の推移泣1992年のそれとほとんど間諜であったので、ここでは1992年の推移のみを

説明することにする。

これらの説明に入る前に、著書考として自本企業の海外生産比率(現地法人売上高/

部内企業先上高)を克てみよう o 1992年の製造業現地法人の売上高辻25.1兆円であ

り、一方製造主楽器内法人の売上高辻408.0兆円となっている。これをもとに1992年

の海外生産比率を算出すると、表 lで毘られるように6.2克と 3年連続して 6%台

B本(7)ij変後投資先閣の愛人主主策決定遺書閣について 121 



前半で推移している状況である。また海外主佐藤比率を業種Zせにみると、輸送機械が

17.5%、常気識械が10.8%と を趨え比較的高い比率を訴している。投資先国で、

の8本企業の権外生産活動の関連指標については、次のようにその推移が要約され

る。

(l) 輪出比率

世界全地域における販売先別売上高の状況をみると、表 2からわかるように1992

年の場合現地販売の割合が84.9%、輸出の割合が15.1%である。地域別では、北

表 1 日本製造業の業覆別海外生産比率の推移

〈単依:%) 

ぬ90年度 1991年度 19幸2年度

食料品 1.2 1.2 1.3 

識維 3. 1 2.6 2.3 

木材紙パ 2. 1 1.6 1.4 

化学 5. 1 5.5 4.8 

鉄鱗 5.6 4.9 5.0 

非鉄金議 5.2 5.2 7.8 

一般機械 10.6 7.6 4. 1 

竃気機様 11. 4 11.0 10.8 

輸送機械 12.6 13調 7 17.5 

績密機様 4. 7 4.4 3.6 

石油石炭 0.2 1.2 5.2 
その他 3. 1 2.6 2.3 

製造業 6.4 6.0 6.2 

表 2 s系現地法人の現地販売・輸出比率の最近の推移(地域別〕

〈単位:防

現地販莞 輪出

比 率 日本向け

北米 1991 89.4 

1992 91. 9 

アジア 1草寺1 54.5 

1992 66. 1 

ヨー口ッパ 1991 93.9 
1992 95.5 

余地域 1幸吉1 76.2 
1992 84.9 

出所}通運霊守量産業政策局関i経企業言葉「海外役変統計総覧ヰ

(務5密)、 1994年11月
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4.1 

2.8 

15.5 

15.8 
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6.3 

比率

第 3関向け

6.5 

5.3 

30.0 

18. 1 

4.2 

3.3 
15.5 
8.8 



販売め比率辻引き続き高水準で、推移している。アジア

畠が33.9売であり、そのうち輪出の内訳をみると、日

現地寂売が66.1%、輸

け輸出辻15.8%で蔀年度

米・ヨーロッパの現地販売の割合がそれぞれ91.9%、95.5%であり、両地域の現地

によとべ0.3詫ポイント増加したが、第3雷鳥け輪出試金数に低下している O

(2) 現地震舟比率

表 3によれば、 1993年 3月末現在、海外現地法人の能議員数(取締役員を舎な)は

140.4万人、そのうち日本側派遣者数は3.7万人である。地域別では、アジアが

67.5万人と全体の48.0%を占め、次いで、北米が36.4万人(構成比25.9%)、ヨーロツ

パが20.9JJ入〈閥14.9完)である G また業種別にみると、製造業が111.8万人と

の79.7%、

39.5万人

.1万人{構成比11.5%)である。製造業の内訳辻、電荒機械が

.3完〉、事会送機織が23.7万人(関21.2完〉などである。

(3) 

ここでの現地調達比率辻付加価植ベースで、出荷額iこ対する「出荷額一仕入中の

輸入鎖J の比率と示される。表4によれば、 1992年における製造業現地法人の現地
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.0%である。業種別立みると、資源・原料加工型の石油・石炭、木材・

紙パルプ、食料品、鉄鋼で 9害Ijを超える。地域別には最も高い中東が94.7%、北米

も1Jlいアジアが68.4%である。ヨーロッパが75.9%、が82.3%、

日系翠地法人の業種}lIJ・地域懇話現地謡達比率(1993年 3見〉

〈単位:%) 
北米 アジア 中東 ヨーロッパ 全地譲

食料品 97. 1 95.3 99.9 96.7 

繊維 100.0 77.3 55.6 78.6 

木材紙パ 99.4 95.9 時 64.3 97.8 

化学 95調 9 76.6 99.6 82.0 87.5 

鉄鋼 99.9 44.8 100.0 93‘4 

非鉄食臓 94. 1 82.4 95圃 2 84.1 

一般機械 67. 1 76.3 57.2 68.5 

官眠気機械 67.9 56.0 42. 7 64.6 61.6 

輸滋機械 75.3 59. 1 時 80.4 70.6 

繕密機械 42.4 41. 9 時 100.0 56.5 

石油苓炭 99. 1 叩 同 99.1 

その俄 93. 1 78.5 59.8 88. 7 き7.0

製造業 82.3 68.4 94. 7 75.9 76.0 

表 4

よちj"iJf)蚤運華寺奪還義淡双葉ミJiii~翼線企業言葉 F海外投資統計総滋4

{務5[ij])、 1994達手11汚

5 

、._，

く25% 25弘主主く50覧 50唱 50覧くく100拡 100覧 合計

北米 53 33 23 121 478 708 
7.5 4. 7 3.2 17.1 67.5 100.0 

中南米 9 20 6 58 63 156 
5.8 12.8 3.8 37.2 40需 4 100.0 

アジア 146 358 100 430 414 1，448 
10穣 1 24. 7 6.9 29. 7 28.6 100.0 

中東 2 2 2 § 

22.2 11.1 22.2 
21288124M 副11 1i  222 

100.0 
ヨーロッパ 35 31 13 275 438 

8.0 7.1 3.0 62.8 100.0 

オセアニア 7 s 
8.5 8 

39 73 
9.6 8.2 21. 9 53.4 100.0 

アフリカ 2 5 。 2 3 12 
16.7 41.7 0.0 16.6 25.0 100.0 

全地域 254 454 149 713 1. 274 2，844 

8‘9 16.0 5弓2 25.1 44‘S 100.0 
うち先進匡 告5 70 41 221 792 1，219 

7.8 5.7 3.4 18.1 65.0 100.0 
うち途上富 159 384 108 492 482 1膏625

9.8 23.6 6.6 30.2 2告.7 100.0 

%) 
関本側j出資比率}lIJの現地法人分布(1993~ド 3 月)

(単位:社l

I

l

l

i

-

-
ぺ

1

1

1

1

1

j

i

お所}返還省選霊業数室長慰霊2緩傘災後 F海外投資豪主計総覧J (第 5[ij])、 1994年11}号

Nn34.1997ペ124 B本経済研究



(4) 

ける日本側出資比率別の海外現地法人分布をみると、表5からわかる1992年に

ように出資比率100%の完全子会社の割合は、先進悶地域で65.0%、発展途上悶地

日本側がマジョ 1)ティー(majority)をまた、域で29.7%、全体で44欄 8%である。

.1%、発麗途上臨地域握っている出資比率50%超の企業の都合は、

ロッノすヨiこ北米(84‘6%)、.9%である。地域別にみると、で59.9%、

7警jを超えおよびオセアニア (75‘3克}の基地域で辻、(77.6%上(82.0克}、

ている。る企業につき日本舗が?ジョリティーを

投資先閣の操業許可条件の最近の推移2.2 

このような現状の中で、実際に日本企業に対する投資受入閣の操業許可粂件はど

るか兇てみよう。のよう

(前述したナ海外投しているごとに通産省が3

と略記する)では現

「諜材製現地謡達j 、

などの接々な操業許可条件の宥熱を尋ねている。そこで、

「現地入の

資統計総貫sにその結果が掲載されている。以下

「輪入量11娘J 、地法人に対し

震F言j 、

と蓄えた企業の比率中について、各項罷の震関に答えそれぞれの

その比率の最近の推移を見ると、次のようになっている。を求めている。

限ってみると、(第 4回「海事調査」の結果)を宇
品
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6からわかるように「現地入の麗用J が36.7%、 「出資比率器製」が21.6%、

「原材料現地頭逮J が19.5%となっているほか、ほとんどの項話で、 1寄せ以上の会業

が有に該当するとしている。製造業の操業許可条舎を地域射にみると、北米、ヨ

ロッパ、オセアニアの先進国地域では「現地入の蔑用J、 「原材料現地鶏違Jの以

外の各項院で、制震を受けているとした企業法 l警IJ未調となっているおこれに対し、

発展途上爵地域で辻全項誌にわたり制限を受けているとした企業の比率が高いa た

とえば、アジアにおいては「現地人の雇用」の45.2%を筆頭に 5項目で2割を超え

る金業が有に該告するとしている。

次に1992年の操業許可条件(第5回 の結果〉を毅造業に限ってみると、

前述した表6からわかるように「現地人の護用」が38.7%、 「出資比率制龍J が

19.6%、 「輸出義務J が21.1%、 F原材料現地調瀧」が19.8%となっているはか、

ほとんどの喋告で l割以上の企業が有に該当するとしている。製造業の諌業許可条

fキを地域別にみると、先の1989年と大体同じ{嘆向を表している。

読の2.1と2.2で説暁されたこと(日本企業の海外生産活動の関連指標の推移と、

投資先留の操業許可条件の推移)を連結して考えると、次のような事実が発見され

る。まずアジアの場合辻、輸出土と慈、現地躍用比率がヨーロッパ、北米のそれより

なわち、アジア諸瞳は操業許可条f牛のうち、輸出義務、現地入襲用義務を

強く要求している可能性が高い。次にヨーロッパ、北米の場合l土、 50%超のあ資比

現地調連比率がアジアのそれよ Q高い。すなわちアジア諸富は、自理経済が未

成熟なので外国の投資企業について強い出資規制をしている一方で、、技術水準が低

いため翠材料の現地調達を十分にサポートじていない可能性が高いa アジアは現地

調達よと率が廷かの地域より棺潜低いため、技術移紙問題とも関連して今後もこの間

を大きなイッシューとして取り扱い、タト盟企業に対して麗材料現地調議(ローカ

jレ・コンテント)要求を強調していく可能性がある。ここで原材料現地調達要求と

は、投資受入国がタト盟企業に対して一定比率以上の罷濃部品・中間燃をどの龍患を

義務づ;することを指す。なお、これらの謀議許可条件のうち、 「輸出雑務J、 「輪

入部課J、 「原材料現地調達」 は貿易関連投資措霞(Trade-RelatedInvestment 

Measures:TRIM) に該当するため、世界貿易機関(WTO)のTRIM協定により

WTO参加国は持来これらを撤蔑することが義務づけられているむ最後に前述し

た操業許可条件の推移を分析してみると、先進覇地域と発麗途よ国地検が共通に課

している操業許可条件のうちその影響力が強いものは、 「現地入の撃用J、 「
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よヒ率制限J、 「輸出義務J、 F環材料現地調主義J などの 4項自であることがわかる。

したがって後の実証分析では、これらの 4墳目と、薮6に訴されている 8項目のう

ち重要と患われる 6填百(すなわち、前の 4項目に「輸入観穀」と「配当制翠j を

加えたもの)について主成分芳析を強した結果樽られた第 l主車分とを、

条件推定式の被説明変数に採用する。後詰ど説明されるが、第 2ミ成分は換業許可

条件がどの軽度発展法上自的な性格を持つのかを表す多少組特な性格を持つ変数で

あるので¥本分析で詰これを被説鴫変数から除外することにする。

3. 実証分析のモヂツレとずータ

この節で辻、実証分析の基礎となった控定モデルの構造と、推定で使われた説明

変数および被説明変数のデ…タについて説明する。

3.1 操業許可条件決定のモデル

以下では、まず寡占的企業の藍接投資の決定要問と投資先閣の操業許可条件の決

定要閣を説明したあと、これらを連結して亘接投資と操業許可条件の同日制全モデル

を論じる。

(1) 寡点的企業の政接投資の設定要因

ここでは、製品が完全に代替的でなく、生産漁業により畿別化されると奴定する、

的企業グコ夜接投資モデルを想定する。また世界市場において、消費者の選妙法

;ま戸牙需について局次的であり、各罷辻各閥品を関ーな比率で消饗する

と{夏走する。

一般的に亘接投資を行う寡占企業は、投資先国での生産コスト、投資先臨までの

主主離、投資先閣の関税・非関税障壁、投資先留の安全度および投資先欝の直接投資

体護政策(操業許可条持〉などを考醸した上で、その海外受護活動を牒関すると

れている。すなわち、寡占企業泣貿易障援(関税・非関税障壁)が会い場合には、主

に投資先悶での生還をコスト、投資先留までの距離、投資先国の安全度、および投資

先閣の直接投資受入政策〈謀議許可条件)に法苓して直接投資を行う。しかし、もし

・非関税欝壁が春荘すれ丘、募出企業の輸出辻当然減少するだろう。寡

は、このような貿易輔さまを回避するため輪出の代わりに蓋接投資を行うことによっ

て、 f淀米のマーケット・シェアを維持しようするだろう。
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したがって、寡占的企業が大別して次の 5つの要国 て亘接投資を行うと

安全産および、操業許可佼定する。ぞれらは各々、賃金、距離、関税・

粂f牛である。

(2) 投資先富の操業許可条詳の決定要悶

丹生的保護(endogenousprotection)理論は、保護の均荷水準が供給と需要に

よって、決定されると主張する。また謀護辻、保識のためのロどー活動の費用・便査を

を合響的に計算する利害グループ。により需要され、自分の科離最大化の自釣を

する政治家たちにより供給されると指摘している。これと同様に、車接投資受入留

における保護政策の一変数である操業許可条件ふ操業許可条件の供給制(直接投

資に対する需繋機}の事情と操業許可条件の需要憐{護接投資の無給調}の事情に

よって、読まると考えられる。ここでは寡占的企業の宜接投資を前掲としーとしミるため、

操業許可条件の需要側〈寵議投資の供給側〉の事構は全ての投資先謹において需ーと

いえる。

したがって、操業許可条件か強業許可条件の洪給部(蓋接投資に対する需要側)の

事需のみに依存すると蔀捷し、ぞれの決定要悶として、次の 5つを取り上げる。す

なわち、投資先国への日本の寵接投資額、投資先国への第 3躍の君主接投資譲、

のDebt/ServiceRatio (護務貫担比率)、投資先国の労働分霊率、投資先題の

製品輸出比率および投資先国の関税・非関税障壁などである。ここ

日本の蓋接投資額は再生変数であるが、それ以外の変数泣すべて外住的なものとし

て扱われる。なぜならば、ほとんどの霞においてこれらの変数:まその国!J)操業許可

条件とは関保なく設定されると考えられるためである。

(3) 亘接投資と操業許可条件の問昨控モデル

前述した蕊接投資と操業許可条件辻ー覆の feedback鶏果を持つ。すなわち、

業許可条件{震制)はその強化の車問として高水準の直接投資が挙げられており、ま

た操業許可条拝は叢接投資を減らす方向に散く額向があると見られる。このような

feedback 効果~:L 操業許可条件と叢接投資の関の欝諜を器、している c したがって

回樺分訴の設定にあたっては、操業許可条件方組式と重義投資方根式を間持に推定

すること£よって、これらの 2つの効果 (独立)させることができる。

2つの方翠式の推定モデル辻、下のように示される。ただし、投資先国

可条件、投資先摺へのE本の夜接投資額、投資先閣の Debt/Service1ミatioなどは、
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その寵がゼロである場合があるため、それら

しかし、投資先富の操業許可条件のうち第 1

合があって対数をとらなかっ

1を足してから対数をとった。

1を足しても賞の笹を持つ場

ln(1 +投資先留の操業許可条件) a +bln( 1 

投資額/投資先国の GDP)+cln( 1十投資先田への第 3

日本の直接

グ〉

GDP)十dln(1 +投資先冨の Debt/ServiceRatio)十eln(投資先国の労勧分配

率)十fln(投資先国の製品輸出比率)十gln(1十投資先閣の関税・非関税障壁)十残差

(1) 

ln( 1 +投資先国への日本の直接投資額/投資先聞の GD刊誌a'+ b'ln(投

資先国の黄金/日本の賃金)+c'ln(日本から投資先国までの距離)+d'ln( 1 +投資

先閣の関税・非関税障壁)+e'ln(投資先国の安全度)十f'1n(1 十

条件)+残義 (お

ょの(1)式で被説暁変数である投資先毘の操業許可粂舟と諸説明変数との鰐諜は次

のように設定されうる。まず投資先墨への百本度築投資と

グ〉 るが、日本一冨{特定のー窟〉のみからの投資増加

の長惑を高める可能性があるので、正の韓議

えると、操業許可条件辻強化される)が予想、されるα 次

の夜接投資は特定のー留のみからの投資とはそ

ii 

の ?ぐ

れと議業許可条件の関探辻不明確であると考えられる。

また Debt/Service宜atio'立、ある意味では直接投資受入の必要性を示すといえ

る。すなわち、 Debt/Ser町viceRatioが高いことはその国の資本需要が多いことを

し、 Debt/ServiceRatioが高いほど直接投資受入の必要性が増大

される傾向があるだろう。一方、 Debt/ServiceRatioが高いことはその

を優遇し、同時に直接投資を規制していることを示し、 Debt/

Service Ratioが高いほど直接投資に対する規制(操業許可粂件)は強化さ?れる

があるともいえるだろう。したがって、理論的には再者間立正と食の 2つめ

るが、最終的な符号条件は実証分析の結果に依存する c 労働分艶率は政治力

としてその比率が高い誌ど労犠者舗の力は大きくなり、外題から

るので、操業許可条件は緩和される績向があると考えられる;した
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がって、両者の関係は負と予想、される。投資先国の製品輸出比率(ここでは、これ

の代理変数どして対OECD諸毘製品輪出よと率を使窮する)辻相対的な工業化水準

を示し、この水準が患い菌培ど翠 めの資本が必要であるので、操業

許可条件は緩和される鰻向があると考えられる o したがって ;ま正と予想

される。最後に、 -非関税障監は直接投資を誘引する一要閣であり、外国から

の直接投資が多いほど操業許可条件は強化される傾向があると考えられる。した

がって、両者の と予想される。

これらの変数以外に操業許可条舎に野響を茨ぽす可能性がある として、

各患の政治的安漢を られる。飼え誌、スリランカのように政鴻鵠安定震が電

い盟辻、藍接投資を受け入れるた 緩和する必要がある つ。こ

れと逆に、タイのように政治釣安定度が高い揺は、操業許可条件を強化しでも直接

投資は入ってくるためその操業許可条件を強化しでも構わないだろう。しかし

Barro and Lee (1994)のデータ・セットには、政治的安定震に関する1988-92年の

データはまだ集計されていないだけでなく、たとえ古いデータ{桝えば、 1980-84年

のデータ)が議えている識であってもその数以14か留にすぎないため、今践の分析

でiまこの変数を誰定式の説暁変数のJ:tに入れていない。

一方、 (2)式で投資先悶への 8本の直諌投資l丸投資先国の相対的黄金、投資先国

までの距離、投資先悶の操業許可条件などとは魚の関係、投資先閣の関税・非関税

本訴究ではilt議投資方韓式の誤差項と操業許可条件方程式の誤差壌が2

をしていると長定し、ニ段階最小二乗法を用いて上の 2つの式を招待に推窓し

投資先国 どとは正の関係にあると考えられる。

そのため、これらの推定式の残差の関に

熱仮説に対する HausmanTestを行う必要がある

調
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3.2 実証分析のデータ

各変数のデータを説明する前;之、まず実証分析の対象となった患を地域別

ると、次のとおりであるo 器の認数は31か留である。

ノレトフゲル、スペイン、イギリス、オーストリ スウヱーテPン、スイス

北米:米国、カナダ

欧州、1:ベルギー、フラン犬、間ドイツ、アイルランド、イタリア、オランダ、

アジア:香港、韓国、シンヌゲポール、インドネシア、マレーシア、タイ、中
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インド、フィリピン

その他:ナイジエリア、メキシコ、アjレぞンチン、ブラジル、コロンピア、ベネ

際資本課の窓口でコピーした閲覧用資料を使用し

3月)データを各年のデータとして扱った。

(1988-92 

め大蔵

し、各年

の第 3国

ズエラ、オーストラリア、 ジーランド

次に、挽定において龍馬された各変数のヂータを説明してみよう。

1) 

関する

は襲するデータ 1，000ドル):投資先国ヘグ〉日本主主接投資に

タは、大議省雲際金融高 F間際金議罵統計年報三の

年)を利用することも一方法であるが、ここでは最も詳細なデータを

省

度

2 ) わけ :8本を 自冨

て為替レート

に関するデータは

(1988-92年)を利鰐し

コスト(持需あたり

rw orld Investment R叩 ortJ(1994年度)

た芳欝コスト泣短鶏的iこ泣比較的安定している o し

各器労欝コスト を変化させ、これを じて企業の産接投資に

るものと考えられる。 タは、米国労働省の BNA社 WDaily

Labor Report.lに掲載)および 務省の統計(wU.S. Direct Investment 

Abroad" ~二揖載)に基づき作成し 推定江あたり の対象として考慮す

る と少なくなっ は、このデータ ブ 1)7Jの諸国等多くの

について簿られないことによる G

3 )距離(単位=l，OOOkm):日 ら遠いことは本社と -通信コストを

め、 にマイナスに働くと われる。そこで東京と との罷の距離を

(別式の説明変数に加えた。

デルにより求めた。

り関税・非関税障壁:機械産業の欧・米への直接投資に兇られるように、

1994年の各盟首都の緯農と経農をもとに国事主権

回避は亘接投資の主要な臨的のーっと考えられるo 各躍の製品に関する

〈すなわち、関税・

を一つにまとめる

のうち関説について誌、製品別に異なるはずの

しいという鰐題があるが、ここで辻製品全体の平

関税撃の概念を龍舟ずる。また非関説聾壁i二ついては、 Deardorffand Stern 

(1990)が行っているように内外の価格差を使って、貿易鶴獲の高きを推定するのが

ましい。しかし、 を合めた広範な固について にわたり製品に関する

関税障壁のデータを樽ることは困難である。例えば、 Deardorffand Stern 
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(1990)の研究は一時点の OECD諸国を対象としている。したがってここでは、堂

界誌か国について1988年の関税率(その備は各臨の輸入額を加重髄として計算した)

および非関税障壁(これ誌、数量制限、輸出自主規制、および先払い条件を含む箇

境線で適用されるすべてめ非関現制限を舎み、その{践を計算するにあたっては各留

の輸入額を加重値として使爵した)のカバー率を計算した Leeand Swagel (1994) 

のデ…タを利用した。分析期間中に関税。非関税障檀は一定と仮定した。ただし、

41か霞のうち本分析の対象国と る富は22か揺しかないため、このuタトの関誌

欠議簸として扱った。

5 )安全度に関するデータ (100点講点の点数):蓋接投資のようにその資金がか

なり長践にわたり相手間に諜躍する場合;立、相手重の将来のマクロ経済ノfーブオマ

ンスや政情の安定住に慢する見通しが3重要な投資決定要態と考えらオLるc このよう

な「安全度J を訴す指標として、本分析では米閣の投資専門誌 !'TheInstitu鵬

tional Investor.:lのデータを利用した。関誌は、霞全体の農務不震行の危設(カン

ト1)- .リスク)に関する銀行家の採点に基づいた、各国の安全農〈カント 1)…・リ

スクの少なきの程度)の指携を毎年 3月と 9丹に発表しているc ここでは、この{遣

を各年について単純平均Lたものを鈍っ

6)操業許可条件に関するデータ:第 2部で述べた通患者「海事調査」のデータ

に基づいて作成した、 5種類のデータを使用した。 5礎類とは、操業許可条件第 1

主成分、輪出義務、原材粍現地調達、現地入濯用、出資比率量IJ~良を恭す。ここでこ

札らのデータについてその作成方法を説明すると、次のとおりである G

まず操議許可条件第 l主成分について説明してみよう c 前述したとおり(使1)

熊)過去 5罷(1980年度以降 3年ごと)の「議事調査J では、現地法人に対して 9項

自の 可条件についてそれぞれの有無を記入させている。 9項目とは、 l

「輸出義務J、2. r輸入制限ふ 3. r漂材料現地調達j、4. r現地入の援用」、 5.

「品資比率説限J、6. r操業地点制現J、7. r配議制限J、8. r投手持移転j、9.

fそのitl1Jである。ただし、第 l題調査で辻「配当制限J は紫問項践に合まれてい

ない。 9:i質Eのうち閣の大きさ等によって意味が異なるため国i繁比較の難しい「操

業地点制限」と、 「有」と答えた現地法人が撞めて少なかった「技術移転J 、およ

び意味づけが困難な「そのitl1J を除く 6墳自を主成分。分析の対象にした。各館につ

いて、 9項目のうち少なくとも一つについて有または無と冨答した製造業を営む境

地法人の総数を分母とし、 6項自それぞれについて「喜」を選訳した製造業を営む

現地法人数を分子とした比率を、操業許可条件6噴自に関する，各国の規制の強さを
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としてとらえ、 「輸出義務J、 「輸入制服J、 「現地調達」、 「現地人雇用J、

限」、 「配当制限」と名付けた。有効回答法人数が2未満の場合には、

欠測館とした。また、 80年の「自己当制限」は83年と閉じ値とし、データがな

一定の変化率

イ乍戒し

i二一〉し、

元の 6

の6変数

して補完することにより 立ついて 5回分のパネルデータを

と患われる条件が6境践と多すぎるため、これらのデータ

行った。その結果辻義nこまとめてある。表 7Aによれば、

に大きな差iまない。表 7C によれば、 F第一主成分J

を引き標準鍾差で翻ることにより標準化した憧)にほほ均等

のウェイトをつけた加重平均であり、操業許可条件一般をどの程度課しているかを

表す指標と解釈することができる。 r第二主成分」は、 「輸出義務」や「出資比率

制限」 や「現地人雇用」に負のウュュイトを付けている。表 6に

7 機業許可条件に寵する主成分分析の繰果

1 A 平均と標準備楚

平均 標準領義

韓出義務 0.13事 O. 193 

槍入額隈 。離 173 0.213 

現地謡達 0.242 0.228 

現地人雇用 0.396 0.254 
出資比率制限 0.244 0.278 

配当制限 O. 101 O. 156 

1 B 各主成分の臨有値と議積寄与率

罷有{醸 寄与事 集議寄与準

第一主成分 3.241 0.540 0.540 
第二主成分 1. 004 0.1告? O. 708 

第三主成分 0.874 O. 146 0.853 

第盟主成分 0.415 0.0告書 0.922 

第主主成分 0.308 0.051 0.974 

第六主成分 O. 159 0.027 

1 C 固有ベクトル

第一主成分 第ニ主成分 第=主成分 第四主成分 第五会主成分 第六主成分

輸出義務 。‘ 32 O. 661 0.306 0.591 山 0.078

輸入制限 0.464 0.024 時 0.416 -0.232 四 0.521

現地譲達 0.416 叩 0.528 O. 159 0.319 由。徹425

現地人雇用 。‘ 404 -0.383 0.503 -0.08 。纏 458

出資比察衛i霞 0.43事 0.37 0.182 目。誕 648 0.0器

麗当警報穣 0.392 -0.026 -0.649 0.262 0.57 
日手芸絞分析(7)実耳長室iまぬおき21f.iiう5学問ぞみるが、ここでは主主語文分の性格をょっ:a震にtl::J康守るため、

5つの変委主ク)1978-92年(15平総)(7)デ…タを約期した。

四 0.112

四 O曹 534

0.49 

叩 0.47

0.46 

0.174 
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られるように「輸出義務J 「出資比率制限」は途上国に多い操業許可条件であ

り、 「現地調達」や

る。したがって「第二主成分J

辻、先進昌もしばL

操業許可条件がど

している条件であ

を持つ

かを

ち

と理解できょう。

を変数として議用し

第 2第で述べた理府でこれらのう

次に「換業許可条件第一主成分J 以外の「輪出義務J、 「現

「出資比率制限」などの タについては、各年度の倣そのものを使

用し

7) Debt/Service Ratio (憤務 イ立:%) :ここでの Debt/Service

Ratio その国の財・サービス輪出額 る元手立在、額の比三容を る。デー

タとして 世界議行 rworld Develop燃 entReportJの1988ω92年の を李IJ

惑し

8 ) {単f立:%) :ここ

所持の比率を意味する。データとして

ReportJの1988-92年の統計を利用した。

fす方自fillifl蓋に占める

界強行 rworld Development 

9 )拠品輸出比率(単位:%) :ここでの製品輸出比率は、その代理変数としてそ

の国の OECD諸国への工業製品輸出比準を た。データとしては、

rw orld Development ReportJの1988-92年の統計を利用した。

4 . 

第 3 ように基本となる推定式(1)において、被説明変数である

の操業許可条件に説明変数である の日本臨接投資額との聞の

(内生性)の存殺を

の説明変数と

る場合は、二段

る(すなわち、

(2 SLS)推定を行う前にそ

関がない)という婦無仮

8 Hausmanτest(題特性検定)o結果

被言茸号毒

変数

子スト

統計量

カイ二乗

分布臨界健
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説について HausmanTestCI司時性検定)を行い、そのテスト(検定)の結果、説明

変数と桟遣をとが独立でなし、(相関がある)ときに限って 2SLS推定を行うのが陳則

でおある。 説明変数と残差の関 いときは、一般

COLS)推定を符うこととなる。

;之、表 8のように EZauSEElanTest 〕を行ったあと用時悲の

づき、 2SLS推定を行った。日本の投資先患の操業許可条斧の決定要揺に対する

次のとおりである o

4. 1 蹴明変数から関税・非関税障獄告除外した場合

9によって説明変数から関税・ を除いた場合の操業許可条件決定式

を見てみよう。日本からの夜接投資の探数は大津予想、のとおり正で有意

る。 Debt/Service豆atioの様、数 した 2つの効果のうち

よる操業許可条斧緩和の効薬が小さく、大体正で存意である

いる。特に F海事翼査j によって発諜途上盟で額繁に諜されると

となって

潔材軒現

出資比率制限など Debt/Service豆atioの謀数がで有意;をこと

は、外悶に対する漬務負担比率が高い発臆途上国ほど する規制が

いことを示している。 3悶からの直接投資の係数はほとんどの式におい

表 g 説明波数から鶴税・非関税障離を除外し先場合の

機業許可条件決定式の推定詰果

被韓親変数 第一主成分 鎗出義務 露材製翠地

語 遥

B本からの 54. 7741 28.2817 -8.5167 

車接投資 (1. 133) (4. 432)a (-1.111) 

第3固からの 四9.0519 叩1.7382 -0.4879 

直接投資 (-2.094) b (-3.023) a (-0.710) 

Debt/Service 0.6126 。聞 0319 0.0481 

Ratio (7.042) a (2. 745) a (3. 471) a 

労働分配率 0.1163 叩0.0360 0.0707 
(0.335) (-0.776) (1.280) 

袋品韓出比率 O. 1527 0.0281 0.0219 
(0.690) (0.951) (0.621) 

霞宙産修正済 な57き 0.323 O. 144 
決定係数
対象撞数 31 31 31 

標本数 122 122 122 
1) a、bはそれぞれ 1%、5%手g-'言、(雨側検定)であることを主主わ寸。
2 )括弧の中の数字は t伐を:絞味?る。

現地人

獲 F誇
16.1294 
(2. 164)b 

-1.8772 
(叩2.815)a

0.0098 
(0. 731) 
町。網 0728

(叩1.360)

。‘0448
(1.311) 

0.164 

31 

122 

出糞比率

毒事j 震

28.4029 
(4. 692)a 
叩1.9843 

(四3警告70)a

0.0491 
(4.520) a 

0.0200 

(0.460) 

0.0299 

(1.080) 

0.417 

31 

122 
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て負で有意である。これは第 3諾で述べたよう 一般に第 3霞からの直接投資辻、

日本一国からの誼接投資とは違ってその操業許可条件を緩和する傾向があることを

示している o また労働分配率の保数は予想したものとその脊号議件が一致する場合

;まあるが、 い。最後に、製品輸出比率の藷数はすべての式において予想、の

とおりその符号が一致しているが、有意ではない。

4.2 説明変数に関説・興関税障畿を含めた場合

表10によって説明変数に関裂・ を含めた場合の操業許可条件決定式の

誰定結果を見てみよう o 8本からの藍接投資の様数は、大体予想、したものとその符

帯条件は…致するが、輸出義務と出資比率制諜についてのみ有意で、ある。一方、 B

本からの直接投資め保数が胤材料現地調達について愛で有意なこと辻、 B本からの

直接投資が増えるほど藤材料現地捌違要求が綾和されることを意味するものとして

大変興味深し、。これは、受入国が原材料現地関達要求を強化すると日本企業が直接

を渋るので、直接投資を受け入れるため、受入国がその粂f牛を緩和することに

よってもたらさ のかもしれない。 Debt/Ser刷¥liceRatioの額数は、表 9の結果

表10 説明変数に鵠視・非関税樟整会含めた場合の

操業許可条件決定式の推定結果

被説明変数 第-:j::成分 輪出犠務 原材料理地 現地入

調 違 灘 用

日本からの 48.1916 26. 7869 一14.7420 12.4145 

直接投策 (0.944) (3.986)謹 H.727)c (1. 542) 

第3爵からの 同7.5618 -1.1974 -0.8283 -1.9837 

寵接投資 (-1.620) (-1. 940)c (-1. 047) (叩2.702)a

Debt/Service 0.6915 。‘0304 0.0791 0.0185 

Ratio (6.097) a (2.025) b C4.110)a (1.038) 

労働分罷準 0.2844 -0.0353 0.0956 -0.0459 

(0.681) (同0.640) (1.350) (-0.700) 

製品輸出比率 -0.2055 -0.0116 -0.0029 0.0416 
(-0.670) (司0.285) (-0.055) (0.861) 

韻税・非罷説 -0.0551 0.0233 山 0.0646 叫 0.0321

海壁 (-0.310) (0.991) (時2.141) b H.144) 

自由慶修1主演 0.563 0.337 O. 148 O. 128 

決定係数
対象園数 31 31 31 31 

標本数 91 事1 91 91 

l)a、b、立はそれぞれ1%、5%、10%殺さま(両側検定)であることを撃をわす0

2 )箔弧の中の養女学i主t1縫を主主I旅する。
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出資比率

和i 眼

25.9017 
(4.347) a 
叩1.1191 

(日2.068)b

0.0394 
(2.997) a 

0.0005 
(0.009) 

0.0134 

(0.377) 

0.0481 

(2. 329)b 

0.500 

31 

91 



の操業許可条件において、い現地入雇用を除いと同様l之、

3固からの直接投資の保散は第一主成分、原材料現地調漆を意である o

また労働分配率の保数は、る。ほかの式においては、すべて負外し

る場合iまあるが、予想したものとそ9の結果と

その持号条舎がと少し違って、9 ない。製品輸出比率の係数において辻、

-

M

i

l

l

i

-

-

い。最後に爵麓・る場合もあり、統計的にもものと予悲し

るが、原材料現地瀦逮いて辻、出資比率器援について撃の様数;こ

こ札らの被説明変数各々についてその意味をとなった。について

-非関税障壁が高説明すると、以下のとおりである。まず、

-非関税障壁が高ければ、これは、限は強化される oそのければ、

まるため、直接投資受し国内経済を支配する外国から

ることを示す。最し外間企業の出資比率制限を強化する入国はそれを

え操業許可条件-非関税樟壁が高いほどf麦に、

-非関税欝壁が高い迂どそ
、棒、棒
、-'-と違って、辻強化されるという

これ辻、関税・非関税誇壁が高く;ま議和されることとなる。

しようとしてもその繍揺が以前より高まって、外国

それゆえあえて環材料現地調達義務を強化す

しているのかもしれない 。

からの原材料購入がより少なくなり、

る必要性がなく ことを

なれ出、外留から

おわりにり.

つぎの 3点に要約される。まず本誹究の実証結果i立、

らの号室譲投資〈これ議業許可条件について筏1)本訴究の

3国からの藍接辻、静定の一留からのき支接投資わ代理変数でもあるH立大体定、

わち投資先菌の規制ということがわかった。す投資;主主で有意な

(操業許可条件)は、 らの直接投資が増えると強イヒされる傾向があるが、第 3日

って様和きれる傾向がある。国からの直接投資が増える

2 )本研究の実証分析の結果、操業許可条件について Debt/Ser刷viceRatio は大

しミ体正で有意な効果を及ぽすが、労f動分配率と製品輸出辻撃はそ

くなると亙接投のDebt/ Serviceまatioなわち、ことカfわかった。

(操業許可条件〉は強化される鰻向があるが、労欝資受け入れに'慎重きが出て、

が見られ
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ない。

3 )本研究の実証分析の結果、関税・非関税障壁は操業許可条件のうち出資比率

制限については正、原材料現地調速について辻貫で、省意な効果を及ぽすことがわ

かったむすなわち欝説'非関税障壁が高まると、出資上と率制限もあわせて強化され

るものの、環材料現地縮達辻、輪入圧力の減少のため、その強化の必要性が返って

誠る横向があることが窺われる o

次に本研交の政策的合意辻、以下の 2点に要釣される。

1)本研究の中心テーマとなっている換業許可条件のうち、先進国、発臆途上冒

ともにし詳しば課している震寄せ〈操業許可条件〉は頴材料現地謂逮と現地人龍馬であ

る〈事長6参照)0 5つの主な操業許可条件の中で、貿易と関連する輸出義務と輸入制

限は GATTによる貿易自由北の流れに反するものとして、各摺iまその解請のため

に努力してきたと考えられる。しかし、投資先菌の器内経、持と間接的な関需にある

これらの条持とは違って、盟内経時と直接約な開銀にある諜特科現地調達、現地入

車患などの条仲は先進盟・発，醗途上富共通の利響関索、持にその比率が憩い発展漁

においてはより大きな利害関保が絡んで、いるため、早急かっ丹満に解消されて

いくとは必ずしも設い現れない。

筆者は、 2国聞の資本・技街の移動としての藍接投資が階屋の経議成長に設立つ

ものであり、両国語の相互協調をもたらすと考える。したがって全世界の科益を

大するためには、全体的に藍接投資を増やしていくのが望ましい。しかし、

立辻車接投資を行うにあたって、前進したとおりの謙々な規制(操業許可条件)が

捜，っている。このような筏点で、日本が叢接投資を行うにあたっては、自鹿経2斉と

投資先閤経済との梧玄関係を考慮に入れる必要があると三替えられる。小島(1981)は

日本の直義投資と米閣の重義投資を比較した結果、両者の関誌は相当な相違が存荘

すると主張している。自国の独占耗轄を重視する米爵型車接投資と i主連って、日本

直接投資は再閣聞の相純益を議税する楼向があるということである。このよう

な小島概説は、主計こ1970年代の日本車接投資の態様を説明したものとして、現在に

おいてのその主張の妥当笹についてはもちろん議論の余地がある。しかし、本務先

辻日本企業が度接投資を行うにあたって、小島仮説が法唆しているように、投資先

の原材料類達状況や雇用状現などを十分考える必要さがあることを示している。

2)本分析の碁礎資料である γ海事調査」の結巣立よれば、 ASEANなどの発

展途上菌が多いアジアの場合、今後も風林料現地(国内)調達を強調していく可能投

れる。アジアでの原材料現地調達の要求可能性は、その悶の投手t>i水準とも深
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い関係があるのすなわち、これらの撞々は部品・中霞財などの原材料を円請に供給

(調達〉することができる中小企業が十分発達されていない状態にある o したがっ

B本が夜接投資を行うとき辻、特lこ発腕途上軍に対して技術移較を行うこと

であるといえる。これは、 「海事鵠査J結果の操業許可条件の中で、たとえ「有J

の出答率:土器いとしても、技術移転についての要求が発蔑i金上国の場合特に強いこ

と(表 6)から裏付けられる。一方、 i莱壊・韓〈近flJ)の分析結果によると、アジアの

場合、日本の蓋接投資と輸出は正の相関(すなわち、議完的関孫)があることがま駐さ

れた。これは、アジアの場合その技禽進歩が遅くて、 8本の現地法人が海外生産で

必要な大部分の部品・中間封(原材料)を 5本から輸入するため、たとえ日本からの

車接投資が増えても日本からの留品・中間財輸出は誠少しないからであると考えら

れる。

最後に本研究で桟された課題は、次の 2点に要約される。

1)本研究法投資先国の B本企業に対する綾寄せ(操業許可条件)を対象としてその

決定要因を実続分析している。しかしここで問題となるのは、投資先揺の操業許可

条件が投資悶によって異なるのかどうかということである。一般には、一冨の操業

許可条件は全世界の閣について同様で、あると考えられる c もし世界に対す

可条件が菌ごと日興なるなら託、各国(すなわち、第 3国)からの草接投資は日本に

る操業許可条件に彰響を及ぽさないため、操業許可粂f付栓定式の説明変数のう

ち第 3留からの直接投資はその存在意味を失う。したがって、日本に対する各国の

操業許可条件とその他の註界各関に対するそれが問ーであるかどうかを確認する

必要肢があるだろう。各国の操業許可条件のより異体的な決定過軽に基づいた研究

本容究で残された一つの錦越でみるといえる。

2 )本訴究:立、日本企業の直接投資と外躍での事業活動の実態を知るにあたって

比較的詳しい統計データといえる通産省の「海外事業活動基本調査」に基づいてい

る。しかしこの調査は、その調査方法が調査対象食業への協力依頼によるものであ

るため、翼査カバレッジが十分には高くないこと、調査対象企業の連続性が必ずし

も確保されていないことなどめ難点がある。 1996年から大瀧省{実際辻、日本銀行〉

の rOOI漂収支統計」がその投資~又支〈資本収支の一種〉の中に外菌での持投資を

計.~又鉢することとしているが、 i議議省の「海外事業活動基本調査J の場合も、

とえそれが多少強制性を停う調査であっても、欠点と指摘されている上記事壌を捧

しより精度を高めることが盟まれる。より精度が高いミクロレベルの統計を利用

した操業許可条件に対する分析は、本研究せ残されたもう一つの課題でみるといえる。
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注釈

本論文を作成するにあたって、寺西灘郎教授、山謬逸平教授、浅子和美教授、 i系議京司教授、

粕谷宗久教授、山本拓教授に貴重まなコメントをして項いた。御礼を申し上げるむまたレフ

リーの方々からのこ3メントは、本論文の完成に勿いてとても

たい。しかしながら、本論文にあり得べきすべての誤。

ったむ深く感謝を正詳しょげ

るものである。

1) ょここで、操業許可条件の概念を簡単に説明してみよう c l議長室主選 際会業譲は

1980若手以降3年ごとに を行っているα この調査マは、全世界のお

系現地法人に対して 9項目の操業許可条件についてそれぞれの有無を尋ねている。これらの

g項目には、輪出義務、原材料現地調透、現地人の雇用、出資比率制限などが含まれている c

要するにこれらの条件は、その要求に応、じない外顕在変披投資を制緩ずる規制条件でみる。

2) 保護手設のー穫である関税と対外直接投資との関係についての災託研究;土、 Grubert and 

Mutti (1991)、Blonigenand Feenstra (1996)などがある c また、関税と対外直接投資との

関係についての理論研究としては、 Cord出(1967)、Horst(1971)などがあるじさらに、

政策(関税・非関税障壁)と対外直接投資の関係については、 Bh昌 (1987)、Grossman

and Helpman (1吉94)など、多数の滋総研究がある。

一方、直接投資に対する保護手段といえる操業許可条件と対外渡接投資の立地決定との関

いての実託研究としては、 vVheelerand Mody (1992)、深尾・程(1996)等があるα

3 ) 対内直接投資を受け入れるにあたっての条件として、原材料現地鶏壌の要求、製品の総出

義務などがなされることが多くそれが正常な貿易の流れを歪めるという認識から、これらの

措援がウルグアイ・ラウンド交渉で議題として取りょげられた。一般に、上記の捻穫は貿易

関遠投資措置(TRIM)と総称される。また、非関税障壁ともいえるこれらの情鐙に笈律を求

めることにより笈接投資の円滑な拡大を図るため、 TRIM交渉が不断に行われてきた。そ

の結果、 19幻嘉手このよう ることなどを内容とした

(TRIM)協定」が策定された。

4) ~iぬans (1984) は、臨際認の資本移動(ここでは、関際貸借)が労滋者、資本家の所得に及

ぽず影響を分析している。この研究i;L国際貸僚がある場合、ぞれがない場合より借り手冨

の資本家はその資本所得が減少し、労働者はその章者金所得が増加することを?鳴らかにしてい

る。また貸し手協の資本家と労働者については、これと逆の現象が発生するという c 前述し

た ~ieh高憾の考え方 l立、立支援投資が労働者、資本家の所得に及ぼす影響分析にあたっても

適用されうる。すなわち対内直接投資により、投資受入留の労働者は閣内雇用増大によって

その芸者金所得が増加するが、資本家は外~資本の進出によってその資本所得が誠少するとい

える。一方、 MacDougall(1968)は外国からの民間投資が閣内経済に与える影響司会オースト

ラリアを関として分析しているc

5) Hausman Test について詳しくは、 Hausman仕切り、 Hausmanand Pesa四 n(1983)、

本多(1的0)、和合・伴(1995)、餐谷(1996)などを参照会れたい。
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6 ) ここで、投資先国への日本の直接投資額、投資先悶への第 3国の直接投資額、およ

国の GDP(単位:1，000ドル)は、 1990年の米悶 GDPデフレータで実賞化した。また、

する労働コスト(単位:ドル)についても問ーの方法で実質化した。

7) 関税察、非関税滞援のカパ一三容の具体的な作成方法については、 L田(1993)、Barroand 

L記母“DataS告tfor a Pan号1of 138 Countri部" (1994年 9JDを参照してほしい。

8) 主成分分析について比較釣了寧に説明している和警としては、富JiI盗夫(1988)がある。

方、 深這・程(1996) タに慈づいてい

る。 第一主成分の値を にみると、 1992年の場合、

は-1.60、欧州は-0.91、アジアは0.46、その他は-0.24である。すなわち、規制

可条件)一般はアジアで一若手強いといえるo ただし、若手地域の値は域内各国の値を

したものであるo 各闘の値についてより詳しくは、深A.程(1996)を参照されたい。

9 ) 労働分配擦についての定義は使われる統計の性格によって異なり、必ずしも一定ではない。

{例えば、本研究て?の定義と同じに労働分配率を(褒府議所得/付加価値)と定義する場合があ

る反筒、それぞ(獲用者所得/冨内妻糞所得〉や(獲用者 1人滋たり薬局者所得/労働力人口 1

人当たり圏内総生長室}と定義する場合もあるc さらに号室潟議所俸の構成がどのようになって

いるかによってご、労働分配喜容の穫は異なってくる。 係えば、緩弱者所得の中に賃金・俸給、

その他の産主主負担が入る場合と策金・俸給のみが入る場合は、たとえ形

式的には同じ労働分配療であっても、労働分配率の値は奨なってくる 3

一方、説明変数としてこのような労働分配率のかわりに労働組合組織率を使用した推定も

試みた。しかし、推定結果が労働分配率を使った場合とほとんど変わらなかっただ、けではな

く、使われたデータがOECD諸国 (15か国)のものに限られているため、本分析では労働組

合組織率を推定式の説明変数の中に入れていない。

10) 本分析での HausmanTestの結果は、次のように要約される。ここでは、先の基本式出

で被説明変数としてf変われた操業許可条件第一主成分、原材料現地調達、輸出義務、出資比

率斜線、現地人の獲潟などの各々についてテストを行った。その結果;手、説明変数から関

税・ と説明変数に関税ー られて表sで

示されている窃

まず、関税・非関税締援を徐いた場合をみると、操業許可条件第一主成分、原材料現地調

達、輸出義務、現地人の藤周は、そのテスト統計量が有意水準5%でど分布臨界値より小

さく説明変数である投資先閲への日本直接投資額と残差との聞に相関がないとの帰無仮説を

棄却できない。したがってこれらの変数については、原則的には OLS を使用すべき

であろう。一方、出資比察制限は、そのテスト統計量が有意水準 5%で、ど分布臨界値より

大きく(すなわち、 13.453>12. 592)前述した嬉無仮説を棄却している。したがってこの変数

については、原票日的には 2SLS:f愛A:法を使用すべきであろう。

次に、関税・券喜善税棒畿考会めた場合をみると、その結楽は関税・委主関税機援を除いた場合

とほとんど一致している。すなわち、操業許可条件第一主成分、原材料現地調没、輸出義務、

現地入の雇用はそのテスト絞針議が有意水準5%でど分布臨界値より小さく前述した帰無
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仮説を棄却していない。一方、出資比率制限は、そのテスト

布臨界値より大冬く〈すなわち、 14.304>14.067)前述し

5%で、x2分

棄却している。

ただしここでは、たとえ HausmanT芭stの結果が前述したような形になっていても、そ

たOLS推定の結果と、同時限{内全性)存在を仮乏した 2SLS推定の結果に

それほど大きな差はなかった。さらに、標本が各々のケースにおいて122郷、 9H闘で多くな

いだけでなく、検定式(1)の被説明変数のようにそれを代表する 1つの適当な変数が存夜しな

い場合は、 Hausm註nT芭stの結果そそのままに受け入れることが難しいと判断される。し

たがって、ここでは一毅釣な直観に基づき、 OLS推窓法よりは多少推定{疫の分数が大きく

なる あるが(すなわち、多少効率性が低くなる問題はあるが}、 OLS推定法で起きる

可能'1受がある不偏性や一致性の欠如をある してくれる 2SLS推定法を採用する

とにした。このような 2SLS推定法を使用する場合は、第 3節での推定式(2)の推定結果は

示きれない。一方、この推定式(訟の偶数~およびその潔論約根拠については、緩勲(1996)

を参照さFれたい。

11) 上記の推定結果は、先進関1材、固と発展途上臨15か闘が混合されて現れた結果かもしれな

い。したがって、上の31か箆全体の説明変数に発渓途上国ダミー

16か国のみを対象としたよ記推定式、発燦途上国15か留のみ会

した推定式、

とした上記推定式合別々

に推定してみた。しかし、それらの絃楽はほとんど一致した。そこで、最終的には31か留全

体を対象とした出式の推定結果を採照することにした。また、印式の説明変数である第 3国

かわりに、会世界の直接投資額〈操業許可条件を決定する際はこの変数も考

る可能性がある)を使って推定した結果においても、その係数が主主で宿意なことは変わ

らなかった。ただし、 「日本の亙接投資額J と「第 3冨の直接投資額J のかかりに、 「臼ヨド

の直接投資額/去を世界の直接投資額j を使って推定した結果i立、自由度修正済み決定係数が

告であるケースも tちるなど、ぞれほどよくなかった。 33か国(前述のむか畠に、ぺ

ノレーとノルウェーをおえたもの)を対象とし訪88与についてクロスーセクションデータを利用

した実証分析は、その続長良において本分析の総菜とそれほど大きな遠いがなかったため、

こでは徐かれている。
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